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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気口から空気を取り込み、取り込まれた空気を利用して蓄電装置の温度を調節する蓄
電装置の温度調節システムであって、
　前記吸気口の周囲領域のうち物体が接触している領域の割合を検出する接触割合検出装
置と、
　前記吸気口前の検出範囲における物体の大きさを検出する物体サイズ検出装置と、
　前記吸気口と前記吸気口前の物体との距離を測定する距離測定装置と、
　前記吸気口から取り込まれた空気を前記蓄電装置へ送風する送風装置と、
　前記送風装置を制御することにより前記蓄電装置への前記空気の風量を変更する制御装
置と、
　を備え、
　前記制御装置は、所定の条件が成立する場合には、前記接触割合検出装置により検出さ
れた割合が第１しきい値よりも小さく、かつ、前記所定の条件が成立しない場合よりも、
前記蓄電装置への前記空気の風量を増加させるように前記送風装置を制御し、
　前記所定の条件は、
　前記接触割合検出装置により検出された割合が前記第１しきい値よりも小さいことと、
　前記物体サイズ検出装置により検出された物体の大きさが第２しきい値以上であること
と、
　前記距離測定装置により測定された距離が第３しきい値よりも小さいことと、



(2) JP 6844513 B2 2021.3.17

10

20

30

40

50

　を、成立に必要な必要条件として含む、蓄電装置の温度調節システム。
【請求項２】
　前記所定の条件は、前記必要条件に加えて、
　前記蓄電装置の温度が第４しきい値以上であることと、
　前記蓄電装置の負荷が第５しきい値未満であることと、
　を満たす場合に成立する、請求項１に記載の蓄電装置の温度調節システム。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、蓄電装置の温度調節システムに関し、特に、吸気口から空気を取り込み、そ
の空気を利用して蓄電装置の温度を調節する温度調節システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特開２０１４－７２１８２号公報（特許文献１）に記載される蓄電装置の温度調節シス
テムは、車両に搭載され、吸気口から車内の空気を取り込み、取り込まれた空気を利用し
て蓄電装置の温度を調節するように構成されている。この温度調節システムは、吸気口か
ら取り込まれた空気を蓄電装置に導く吸気ダクトと、吸気ダクトの内部に設けられて、異
物の通過を阻止するフィルタとを備える。空気が蓄電装置に供給される前に、空気中の異
物はフィルタによって捕捉される。しかし、フィルタに異物が詰まると、蓄電装置に空気
が供給されにくくなり、蓄電装置の温度を適切に調節することが難しくなる。そこで、特
許文献１に記載される温度調節システムでは、システムの温度調節能力を把握するために
、フィルタに対する異物の詰まり量を推定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－７２１８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　蓄電装置の温度調節システムにおいて、温度調節能力を低下させる要因はフィルタ詰ま
りに限られない。たとえば、吸気口に接触するように荷物が置かれて、荷物が吸気口の一
部を閉塞した場合にも、吸気口から空気を取り込みにくくなり、システムの温度調節能力
は低下する。また、吸気口が閉塞されなくても、吸気口付近に大きな荷物が置かれた場合
には、吸気口から空気を取り込みにくくなり、システムの温度調節能力が低下し得る。
【０００５】
　本開示は、かかる課題を達成するためになされたものであり、その目的は、吸気口から
空気を取り込み、取り込まれた空気を利用して蓄電装置の温度を調節する温度調節システ
ムにおいて、吸気口付近に大きな物体（人の身体や荷物等）が存在する場合であっても、
蓄電装置の温度を適切に調節することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の蓄電装置の温度調節システムは、吸気口から空気を取り込み、取り込まれた空
気を利用して蓄電装置の温度を調節する蓄電装置の温度調節システムであって、接触割合
検出装置と、物体サイズ検出装置と、距離測定装置と、送風装置と、制御装置とを備える
。
【０００７】
　接触割合検出装置は、吸気口の周囲領域のうち物体が接触している領域の割合（以下、
「接触割合」と称する場合がある）を検出するように構成される。物体サイズ検出装置は
、吸気口前の検出範囲における物体の大きさを検出するように構成される。距離測定装置
は、吸気口と吸気口前の物体との距離を測定するように構成される。送風装置は、吸気口
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から取り込まれた空気を蓄電装置へ送風するように構成される。制御装置は、送風装置を
制御することにより蓄電装置への空気の風量を変更するように構成される。
【０００８】
　制御装置は、所定の条件が成立する場合には、接触割合検出装置により検出された接触
割合が第１しきい値（Ｔｈ１）よりも小さくて、かつ、所定の条件が成立しない場合より
も、蓄電装置への空気の風量を増加させるように送風装置を制御する。所定の条件は、接
触割合検出装置により検出された接触割合が第１しきい値（Ｔｈ１）よりも小さいこと（
以下、「条件Ａ」と称する場合がある）と、物体サイズ検出装置により検出された物体の
大きさが第２しきい値（Ｔｈ２）よりも大きいこと（以下、「条件Ｂ」と称する場合があ
る）と、距離測定装置により測定された距離が第３しきい値（Ｔｈ３）よりも小さいこと
（以下、「条件Ｃ」と称する場合がある）とを必要条件として含む。なお、第１～第３し
きい値は任意に設定できる。第１～第３しきい値は、各々独立して、固定値であってもよ
いし、蓄電装置の状態等に応じて可変であってもよい。
【０００９】
　上記温度調節システムでは、吸気口から空気を取り込み、送風装置によってその空気を
蓄電装置へ送風することにより、蓄電装置の温度を調節する。こうした温度調節システム
において、吸気口付近に物体（荷物等）が置かれると、吸気口から空気を取り込みにくく
なり、システムの温度調節能力が低下することがある。ここで、物体は、生体を除外する
ことを意味せず、人体等も物体に含まれる。吸気口前に物体が存在すると、物体により空
気の流れが遮られ、圧力損失が大きくなる。これにより、蓄電装置への空気の風量が低下
し、ひいてはシステムの温度調節能力が低下する。本願発明者は、吸気口付近に存在する
物体によって蓄電装置への空気の風量が低下する状況として、次に示す第１及び第２の状
況に着眼した。
【００１０】
　第１の状況は、吸気口に接触している物体による吸気口の閉塞割合が大きい状況である
。第２の状況は、吸気口の閉塞割合は大きくないが、吸気口付近に大きな物体が存在する
状況である。
【００１１】
　本開示の蓄電装置の温度調節システムでは、上記の条件Ａ～Ｃの成否に基づいてシステ
ムの状況を判断できる。詳しくは、条件Ａが成立しない場合には、システムが第１の状況
になっていると判断される。また、条件Ａ～Ｃの全てが成立する場合には、システムが第
２の状況になっていると判断される。また、条件Ａが成立し、かつ、条件Ｂと条件Ｃとの
少なくとも一方が成立しない場合には、システムが、第１及び第２の状況のいずれでもな
い状況（以下、「第３の状況」と称する場合がある）になっていると判断される。たとえ
ば、吸気口前に存在する物体が小さい場合には、条件Ｂが成立しないため、システムが第
３の状況になっていると判断される。また、吸気口から遠い位置にしか物体が存在しない
場合には、条件Ｃが成立しないため、システムが第３の状況になっていると判断される。
また、吸気口前に物体が全く存在しない場合には、条件Ｂ及びＣがいずれも成立しないた
め、システムが第３の状況になっていると判断される。以下、システムが第３の状況にな
っている時を「通常運転時」と称する場合がある。
【００１２】
　本開示の蓄電装置の温度調節システムにおける制御装置は、条件Ａ～Ｃ（すなわち、シ
ステムが第２の状況になっていること）を必要条件として含む所定の条件（以下、「風量
増加条件」と称する場合がある）が成立する場合に、条件Ａが成立し、かつ、条件Ｂと条
件Ｃとの少なくとも一方が成立しない場合（すなわち、システムが第３の状況になってい
る場合）よりも、蓄電装置への空気の風量を増加させるように構成される。制御装置は、
送風装置の駆動量を増加させる（たとえば、送風装置の羽根車の回転速度を大きくする）
ことによって、蓄電装置への空気の風量を増加させることができる。これにより、吸気口
付近に大きな物体（人の身体や荷物等）が存在する場合であっても、蓄電装置の温度を適
切に調節することが可能になる。
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【００１３】
　風量増加条件が成立するための十分条件は、条件Ａ～Ｃの全てが成立することのみであ
ってもよいし、条件Ａ～Ｃに加えて他の条件が成立することであってもよい。たとえば、
条件Ａ～Ｃの全てが成立していて（すなわち、システムが第２の状況になっていて）、蓄
電装置が、温度調節が必要な状態であり、かつ、風量の増加によって適切に温度調節でき
る状態である場合に、風量増加条件が成立するようにしてもよい。温度調節が必要な蓄電
装置の状態としては、たとえば、蓄電装置の温度が過剰に高い状態（許容上限値よりも高
い状態）、又は蓄電装置の温度が過剰に低い状態（許容下限値よりも低い状態）が考えら
れる。また、風量の増加によって適切に温度調節できない蓄電装置の状態としては、蓄電
装置の負荷が過剰に大きい状態（許容上限値よりも大きい状態）が考えられる。
【００１４】
　また、制御装置は、システムが第１の状況になっている場合においても、システムが第
３の状況になっている場合よりも、蓄電装置への空気の風量を増加させるように構成され
てもよい。ただし、システムが第１の状況になっている場合には、吸気口の閉塞割合が大
きく、送風装置に対して風量を増加させる制御を行なっても蓄電装置の温度を適切に調節
できない可能性があるため、吸気口が閉塞されていることをユーザへ知らせる報知処理を
行なうことが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本開示の蓄電装置の温度調節システムの構成によれば、吸気口から空気を取り込み、取
り込まれた空気を利用して蓄電装置の温度を調節する温度調節システムにおいて、吸気口
付近に大きな物体（人の身体や荷物等）が存在する場合であっても、蓄電装置の温度を適
切に調節することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】実施の形態に従う蓄電装置の温度調節システムの基本構成を示す図である。
【図２】実施の形態に従う蓄電装置の温度調節システムが適用された車両の概略構成を示
す図である。
【図３】図２に示される車両において、吸気口に設けられたベゼルを示す図である。
【図４】吸気口前に物体が存在しない状況の温度調節システムを示す図である。
【図５】吸気口前に物体が存在する状況の温度調節システムを示す図である。
【図６】風量制御の処理手順を説明するフローチャートである。
【図７】接触割合－増加風量対応情報の一例を示す図である。
【図８】物体の大きさが検出される原理を説明するための図である。
【図９】吸気口と物体との距離が検出される原理を説明するための図である。
【図１０】電池負荷の大小判断で使用されるしきい値の設定方法を説明するための図であ
る。
【図１１】電池種類－増加風量対応情報の一例を示す図である。
【図１２】温度調節システムの吸気口がシートサイドに設けられた例を示す図である。
【図１３】図１２に示した例におけるレーザセンサの位置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中
同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００１８】
　図１は、本実施の形態に従う蓄電装置の温度調節システムの基本構成を示した図である
。
【００１９】
　図１を参照して、温度調節システム１００は、吸気ダクト１０ａと、送風装置１３と、
接続ダクト１０ｂと、排気ダクト１０ｃと、電池パック１４と、コントローラ３０とを備
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える。また、温度調節システム１００は、圧力センサ２１と、測長センサ２２と、レーザ
センサ２３と、回転センサ２４と、吸気温度センサ２５と、電流センサ２６と、電池温度
センサ２７と、ディスプレイ４０とをさらに備える。
【００２０】
　吸気ダクト１０ａは、蓄電装置の温度調節に用いられる空気を取り込むための吸気口Ｐ
１を有する。吸気口Ｐ１にはベゼル１１が設けられている。ベゼル１１は、吸気口Ｐ１か
ら吸気ダクト１０ａの内部へ空気を取り込む機能と、吸気ダクト１０ａの内部に異物が侵
入することを抑制する機能とを有する。吸気口Ｐ１から取り込まれた空気は、吸気ダクト
１０ａ及び接続ダクト１０ｂにより電池パック１４（蓄電装置）へ導かれる。
【００２１】
　また、吸気ダクト１０ａの内部（たとえば、ベゼル１１の近傍）には、フィルタ１２が
設けられている。フィルタ１２は、異物の通過を阻止するように構成される。ベゼル１１
を通って吸気ダクト１０ａに進入した空気がフィルタ１２を通過する際（すなわち、空気
が電池パック１４に供給される前）に、フィルタ１２によって空気中の異物（ほこり等）
が取り除かれる。
【００２２】
　フィルタ１２は、たとえば網目構造を有し、異物を捕捉する。フィルタ１２が網目構造
を有することで、衣服などから落下した糸くずなどがフィルタ１２によって捕捉されやす
くなる。ベゼル１１を吸気口Ｐ１から取り外すことで、フィルタ１２を吸気口Ｐ１から取
り出すことができる。フィルタ１２の位置は、図１に示す位置に限られず、任意に変更で
きる。ただし、送風装置１３に異物が付着することを抑制するためには、送風装置１３よ
りも吸気口Ｐ１側にフィルタ１２が配置されることが好ましい。
【００２３】
　吸気ダクト１０ａは送風装置１３に接続されている。また、送風装置１３は、接続ダク
ト１０ｂを介して電池パック１４に接続されている。送風装置１３は、羽根車を備え、羽
根車の回転運動によって気体にエネルギーを与えて気流を生成する。送風装置１３の羽根
車が回転することにより負圧が発生し、吸気ダクト１０ａの外部の空気が、ベゼル１１を
介して吸気ダクト１０ａに取り込まれる。そして、吸気ダクト１０ａに取り込まれた空気
は、接続ダクト１０ｂを通過して、電池パック１４へ送られる。このように、送風装置１
３は、吸気口Ｐ１から取り込まれた空気を電池パック１４（蓄電装置）へ送風するように
構成される。送風装置１３としては、たとえばファン又はブロワを採用できる。送風装置
１３は、コントローラ３０からの駆動信号に従って動作する。
【００２４】
　送風装置１３は、羽根車の回転速度が大きくなるほど送風量（空気の風量）が多くなる
ように構成されている。送風装置１３には、回転センサ２４が設けられている。回転セン
サ２４は、送風装置１３の羽根車の回転速度を検出し、その検出値（回転速度を示す信号
）をコントローラ３０に出力する。コントローラ３０は、回転センサ２４の検出値に基づ
いて送風装置１３への駆動信号を生成することにより、送風装置１３の羽根車の回転速度
を目標値に制御できる。そして、送風装置１３の羽根車の回転速度が変更されると、電池
パック１４への空気の風量が、その回転速度に応じた値に変わる。コントローラ３０は、
送風装置１３を制御することにより電池パック１４への空気の風量を変更できる。
【００２５】
　電池パック１４は、蓄電装置としての電池と、電池を収容する筐体とを含んで構成され
る。電池は、たとえば再充電可能な二次電池である。二次電池としては、たとえばリチウ
ムイオン電池又はニッケル水素電池を採用できる。電池パック１４は、直列及び／又は並
列に接続された複数のセル（二次電池）から構成される組電池を含んでいてもよい。また
、大容量のキャパシタなども蓄電装置として採用可能である。
【００２６】
　電池パック１４の筐体には、空気が流れるための通路（以下、「空気流通路」と称する
）が形成されている。空気流通路の一端、他端はそれぞれ、接続ダクト１０ｂ、排気ダク
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ト１０ｃに接続されている。送風装置１３により送り出された空気は、接続ダクト１０ｂ
から空気流通路に入り、空気流通路を通って排気ダクト１０ｃへと流れる。空気流通路内
を空気が流れるときに、空気と電池との間で熱交換が行なわれる。この熱交換は、空気と
電池との間で直接行なわれてもよいし、空気と電池との間に存在する部材を介して行なわ
れてもよい。こうした熱交換により、電池の温度を空気の温度に近づけることができる。
たとえば、電池よりも高い温度の空気を電池に供給することにより電池を温めることがで
きる。また、電池よりも低い温度の空気を電池に供給することにより電池を冷却すること
ができる。電池パック１４の空気流通路（空気を移動させる経路）は任意に設定できる。
ただし、温度調節の効率を高めるためには、空気流通路内を空気が流れるときに空気と電
池とが接触することが好ましい。
【００２７】
　接続ダクト１０ｂには、吸気温度センサ２５が設けられている。吸気温度センサ２５は
、接続ダクト１０ｂ内を流れる空気の温度を検出し、その検出値（空気の温度を示す信号
）をコントローラ３０に出力する。吸気温度センサ２５は、電池パック１４の空気流通路
の吸気口付近に配置される。吸気温度センサ２５により、電池パック１４に供給される空
気の温度が検出される。
【００２８】
　電池パック１４には、電流センサ２６が設けられている。電流センサ２６は、電池パッ
ク１４内の電池の電流を検出し、その検出値（電池の電流を示す信号）をコントローラ３
０に出力する。
【００２９】
　電池パック１４には、電池温度センサ２７が設けられている。電池温度センサ２７は、
電池パック１４内の電池の温度を検出し、その検出値（電池の温度を示す信号）をコント
ローラ３０に出力する。複数の温度センサを用いて、電池の複数の箇所の温度を検出する
ようにしてもよい。複数の検出値（電池の温度）がコントローラ３０に入力される場合、
コントローラ３０は、複数の検出値の代表値（平均値、中央値、又は最高値等）を、電池
の温度として用いることができる。
【００３０】
　排気ダクト１０ｃは、排気ダクト１０ｃ内の空気を排出するための排気口Ｐ２を有する
。電池パック１４内の電池との間で熱交換を行なった空気は、排気ダクト１０ｃ内を排気
口Ｐ２に向かって流れて、排気口Ｐ２から排出される。
【００３１】
　コントローラ３０は、演算装置としてのＣＰＵ（Central　Processing　Unit）と、記
憶装置と、各種信号を入出力するための入出力ポートとを含んで構成される（いずれも図
示せず）。記憶装置は、作業用メモリとしてのＲＡＭ（Random　Access　Memory）と、保
存用ストレージ（ＲＯＭ（Read　Only　Memory）、書き換え可能な不揮発性メモリ等）と
を含む。コントローラ３０は、制御装置として機能する。記憶装置に記憶されているプロ
グラムをＣＰＵが実行することで、各種制御が実行される。コントローラ３０が行なう各
種制御については、ソフトウェアによる処理に限られず、専用のハードウェア（電子回路
）で処理することも可能である。
【００３２】
　コントローラ３０の記憶装置は、電池パック１４内の電池の情報（電池の種類、容量、
内部抵抗、電極の厚み、目付量等）をさらに記憶していてもよい。また、コントローラ３
０の記憶装置は、送風装置１３の制御に用いられる対応情報をさらに記憶していてもよい
。たとえば、電池パック１４内の電池（蓄電装置）の状態（電池温度、電池負荷等）と、
送風装置１３の駆動量（羽根車の回転速度）との関係を示す情報（以下、「電池状態－風
量対応情報」と称する）を、あらかじめ実験等によって求めてコントローラ３０の記憶装
置に格納してもよい。また、コントローラ３０の記憶装置は、後述する風量増量制御で使
用する対応情報をさらに記憶していてもよい。なお、各対応情報は、マップでもテーブル
でも数式でもモデルでもよい。また、各対応情報は、複数のマップ等を組み合わせて構成
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されていてもよい。
【００３３】
　コントローラ３０には、各種センサからの信号が入力される。前述した回転センサ２４
、吸気温度センサ２５、電流センサ２６、及び電池温度センサ２７からの信号だけでなく
、圧力センサ２１、測長センサ２２、及びレーザセンサ２３からの信号も、コントローラ
３０に入力される。圧力センサ２１、測長センサ２２、及びレーザセンサ２３が設置され
る場所の具体例については後述する。
【００３４】
　コントローラ３０は、各センサの信号を用いて各機器を制御する。たとえば、コントロ
ーラ３０は、送風装置１３の駆動信号を出力して、送風装置１３を制御する。また、コン
トローラ３０は、ユーザに報知すべき情報を、報知装置としてのディスプレイ４０へ出力
する。
【００３５】
　ディスプレイ４０は、たとえばユーザが視認可能な位置に配置され、コントローラ３０
から入力される情報（ユーザへの警告情報等）を表示するように構成される。また、ディ
スプレイ４０は、スピーカー機能を備えていてもよい。
【００３６】
　図１に示される蓄電装置の温度調節システム１００は、たとえば電池パック１４ととも
に車両に搭載されて使用される。図２は、この実施の形態に従う温度調節システム１００
が適用された車両２００の概略構成を示す図である。
【００３７】
　図２を参照して、車両２００は、フロントシート４１と、リアシート４２と、パッケー
ジトレイ４３と、温度調節システム１００とを備える。なお、図２には温度調節システム
１００の一部のみを示しているが、車両２００は、図１に示した温度調節システム１００
の全部を備えている。
【００３８】
　フロントシート４１は、シートクッション４１ａと、シートバック４１ｂとを含む。リ
アシート４２は、シートクッション４２ａと、シートバック４２ｂとを含む。乗車スペー
スに相当する車室内の空気の温度は、図示しない空調システムによって１５℃～３０℃程
度に調節される。
【００３９】
　パッケージトレイ４３は、リアシート４２のシートバック４２ｂとバックドア（図示せ
ず）との隙間を塞ぐことにより、荷室内の荷物を外部から遮蔽するように構成される。ま
た、パッケージトレイ４３は、車両前端部を中心として回動可能に構成される。パッケー
ジトレイ４３の車両後端側を持ち上げることで、荷室（パッケージトレイ４３の下方空間
）に対して、車両後方から容易に荷物を出し入れすることができる。
【００４０】
　温度調節システム１００の吸気口Ｐ１及び電池パック１４等は、車室内のリアシート４
２の下（鉛直方向）に配置される。吸気口Ｐ１は、フロントシート４１とリアシート４２
との間の足元空間に開口する。
【００４１】
　図３は、吸気口Ｐ１に設けられたベゼル１１を示す図である。図３を参照して、ベゼル
１１は、外枠部１１ａと吸気部１１ｂとを含む。外枠部１１ａは、吸気部１１ｂの周りを
囲むように形成されている。吸気部１１ｂは、格子部材と、格子部材間に形成される複数
の開口部とを含む。送風装置１３で負圧を発生させることにより、外部の空気が吸気部１
１ｂの開口部を通って吸気ダクト１０ａの内部へ取り込まれる。この際、吸気部１１ｂの
格子部材によって、吸気ダクト１０ａの内部に異物が侵入することが抑制される。
【００４２】
　図３に示されるように、外枠部１１ａは、矩形状の枠であり、外枠部１１ａの表面領域
には、枠の形状に沿って複数の圧力センサ２１が設けられている。外枠部１１ａは、長手
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方向に延びる２つの部分と、短手方向に延びる２つの部分とを含む。長手方向の２つの部
分の各々に９個の圧力センサ２１が、短手方向の２つの部分の各々に６個の圧力センサ２
１が、それぞれ配置されることで、合計３０個の圧力センサ２１が外枠部１１ａに設けら
れている。圧力センサ２１は、圧力センサ２１に加わった圧力を検出する。３０個の圧力
センサ２１の検出値（圧力を示す信号）はいずれもコントローラ３０に入力される。コン
トローラ３０は、これらの信号に基づいて、外枠部１１ａに設けられた３０個の圧力セン
サ２１のうち、いくつのセンサが基準値以上の圧力を感知したかを判定する。この判定に
用いられる基準値は、外枠部１１ａに物体（乗員の身体、荷物等）が接触しているときに
、その接触部位に設置された圧力センサ２１で検出される圧力が基準値以上になるように
設定される。３０個の圧力センサ２１は、外枠部１１ａの表面領域に略均等に設置されて
いる。外枠部１１ａの表面領域に設けられた全ての圧力センサ２１の数（３０個）のうち
、基準値以上の圧力を感知した圧力センサ２１の数の割合が、吸気口の周囲領域のうち物
体が接触している領域の割合（すなわち、接触割合）に相当する。
【００４３】
　この実施の形態では、ベゼル１１の吸気部１１ｂが格子部材によって仕切られ、吸気部
１１ｂに複数の開口部が形成されている。こうしたベゼル１１では、吸気部１１ｂにおけ
る複数の開口部の各々が吸気口として機能する。このため、外枠部１１ａの表面領域（吸
気部１１ｂの周囲領域）だけでなく、吸気部１１ｂにおける各開口部の周囲領域も、吸気
口の周囲領域に相当する。すなわち、接触割合を検出するための圧力センサは、吸気部１
１ｂにおける各開口部の周囲領域（格子部材）に設けてもよい。なお、ベゼル１１の吸気
部１１ｂは、格子部材の代わりに複数の平行な直線状部材で仕切られていてもよい。
【００４４】
　また、外枠部１１ａには、複数の測長センサ２２が設けられている。図３に示されるよ
うに、４つの測長センサ２２が外枠部１１ａの４隅に設けられている。測長センサ２２は
、吸気口Ｐ１前（たとえば、フロントシート４１とリアシート４２との間の足元空間）に
存在する物体と吸気口Ｐ１（外枠部１１ａ）との距離を検出する。距離の検出原理につい
ては後述する。外枠部１１ａに設けられた４つの測長センサ２２の検出値（距離を示す信
号）はいずれもコントローラ３０に入力される。コントローラ３０は、複数の検出値の代
表値（平均値、中央値、又は最小値等）を、物体と吸気口Ｐ１との距離として用いること
ができる。
【００４５】
　再び図２を参照して、レーザセンサ２３は、図示しない光源と受光素子とを備える。レ
ーザセンサ２３は、吸気口Ｐ１に対向する位置（たとえば、フロントシート４１の下）に
配置される。すなわち、レーザセンサ２３の光源から発せられるレーザ光は、吸気口Ｐ１
に対して略垂直となる角度で、吸気口Ｐ１に照射される。レーザセンサ２３から吸気口Ｐ
１に向かってレーザ光の照射を行なうことにより、吸気口Ｐ１の輪郭（たとえば、外枠部
１１ａの輪郭）と、レーザセンサ２３と吸気口Ｐ１との間に存在する物体の輪郭とを検出
することができる。レーザセンサ２３の出力信号（輪郭及びその輪郭内の面積を示す信号
）はコントローラ３０に入力される。コントローラ３０は、レーザセンサ２３の出力信号
に基づいて、吸気口Ｐ１前（たとえば、フロントシート４１とリアシート４２との間の足
元空間）の検出範囲における物体の大きさを検出することができる。なお、物体の大きさ
の検出は、吸気口Ｐ１前に設定されたレーザセンサ２３の検出範囲内において行なわれる
。レーザセンサ２３の検出範囲からはみ出た部分は、物体の大きさとして認識されない。
物体の大きさの検出原理については後述する。
【００４６】
　電池パック１４は、たとえば車両２００を走行させるための動力源として用いられる。
具体的には、電池パック１４から出力された電気エネルギーは、図示しないモータジェネ
レータによって車両２００を走行させるための運動エネルギーに変換され、その運動エネ
ルギーによって車両２００の駆動輪が駆動される。また、車両２００が減速したり停止し
たりするときには、モータジェネレータが車両２００の制動時に発生する運動エネルギー
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を電気エネルギーに変換して、その電気エネルギー（回生電力）が電池パック１４内の蓄
電装置（二次電池）に蓄えられる。なお、電池パック１４とモータジェネレータとの間の
電流経路に昇圧回路及び／又はインバータが配置されていてもよい。
【００４７】
　車両２００は、電池パック１４の電力のみを用いて走行可能な電気自動車であってもよ
いし、電池パック１４の電力とエンジンの出力との両方を用いて走行可能なハイブリッド
車両であってもよい。
【００４８】
　車両２００の走行に関する情報（走行速度、走行距離、エンジン回転速度等）をディス
プレイ４０に表示させてもよい。
【００４９】
　コントローラ３０が送風装置１３を駆動することにより、車室内の空気（特に、フロン
トシート４１とリアシート４２との間の足元空間にある空気）が、吸気口Ｐ１から吸気ダ
クト１０ａへ取り込まれて、電池パック１４の空気流通路を通過し、排気口Ｐ２から排出
される。電池パック１４に空気が供給されることで、電池パック１４内の電池の温度が調
節される。排気口Ｐ２から排出される空気は、たとえば車両２００の外部に排出される。
ただしこれに限られず、排気口Ｐ２から排出される空気を、車室内に戻してもよいし、車
室（乗車スペース）以外のスペース（たとえば、ラゲッジルーム）に導いてもよい。
【００５０】
　この実施の形態に従う蓄電装置の温度調節システム１００では、通常運転時には、コン
トローラ３０が、電池状態－風量対応情報を参照しながら、電池パック１４内の電池（蓄
電装置）の状態に応じて送風装置１３を制御している。そして、コントローラ３０は、圧
力センサ２１、測長センサ２２、及びレーザセンサ２３からの入力信号に基づいて吸気口
Ｐ１前の状態を監視し、所定の風量増加条件が成立する場合には、送風装置１３に対して
風量を増加させる制御（以下、「風量増量制御」と称する場合がある）を実行する。風量
増量制御実行中における送風装置１３の駆動量（羽根車の回転速度）は、通常運転時の駆
動量（電池状態－風量対応情報に基づいて決定される駆動量）よりも大きくなる。
【００５１】
　以下、図４及び図５を用いて、上記の風量増量制御について説明する。図４は、吸気口
Ｐ１前に物体が存在しない状況の温度調節システム１００を示す図である。図５は、吸気
口Ｐ１前に物体が存在する状況の温度調節システム１００を示す図である。
【００５２】
　温度調節システム１００は、吸気口Ｐ１から空気を取り込み、取り込まれた空気を利用
して電池パック１４内の電池（蓄電装置）の温度を調節するように構成される。図４に示
される状況では、吸気口Ｐ１前に物体が存在しないため、吸気口Ｐ１から空気を容易に取
り込むことができる。他方、図５に示される状況では、吸気口Ｐ１前に物体（荷物Ｂ１及
びＢ２）が存在するため、物体により空気の流れが遮られ、圧力損失が大きくなる。この
ため、図５に示される状況では、図４に示される状況よりも、電池パック１４への空気の
風量が低下する。
【００５３】
　この実施の形態に従う蓄電装置の温度調節システム１００では、コントローラ３０（制
御装置）が、次に示す条件Ａ～Ｃを必要条件として含む風量増加条件が成立する場合に、
条件Ａが成立し、かつ、条件Ｂと条件Ｃとの少なくとも一方が成立しない場合よりも、電
池パック１４への空気の風量を増加させるように構成される。
【００５４】
　（条件Ａ）圧力センサ２１の検出値を用いて検出した吸気口Ｐ１の接触割合が第１しき
い値（以下、「第１しきい値Ｔｈ１」又は単に「Ｔｈ１」と称する場合がある）よりも小
さいこと。
【００５５】
　（条件Ｂ）レーザセンサ２３の出力信号を用いて検出した、吸気口Ｐ１前の検出範囲に
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おける物体の大きさが第２しきい値（以下、「第２しきい値Ｔｈ２」又は単に「Ｔｈ２」
と称する場合がある）よりも大きいこと。
【００５６】
　（条件Ｃ）測長センサ２２の検出値を用いて検出した、吸気口Ｐ１と物体との距離が第
３しきい値（以下、「第３しきい値Ｔｈ３」又は単に「Ｔｈ３」と称する場合がある）よ
りも小さいこと。
【００５７】
　本願発明者は、上記の条件Ａ～Ｃの成否に基づいてシステムの状況を判断できることを
見出した。詳しくは、条件Ａが成立しない場合には、システムの状況が、吸気口Ｐ１に接
触している物体による吸気口Ｐ１の閉塞割合が大きい第１の状況であると判断される。ま
た、条件Ａ～Ｃの全てが成立する場合には、システムの状況が、吸気口Ｐ１の閉塞割合は
大きくないが、吸気口Ｐ１付近に大きな物体が存在する第２の状況であると判断される。
また、条件Ａが成立し、かつ、条件Ｂと条件Ｃとの少なくとも一方が成立しない場合には
、システムの状況が、第１及び第２の状況のいずれでもない第３の状況であると判断され
る。
【００５８】
　この実施の形態に従う蓄電装置の温度調節システム１００におけるコントローラ３０は
、システムが第２の状況になっていることを必要条件として含む風量増加条件が成立する
場合に、システムが第３の状況になっている場合よりも、電池パック１４への空気の風量
を増加させるように構成される。コントローラ３０は、送風装置１３の羽根車の回転速度
を大きくすることによって、電池パック１４への空気の風量を増加させる。これにより、
吸気口Ｐ１付近に大きな物体（人の身体や荷物等）が存在する場合であっても、電池パッ
ク１４内の電池（蓄電装置）の温度を適切に調節することが可能になる。また、蓄電装置
の温度を適切に調節することで、蓄電装置の長寿命化が図られる。以下、図６～図１１を
用いて、コントローラ３０による風量制御の一例について詳述する。
【００５９】
　コントローラ３０は、たとえば電池パック１４内の電池（蓄電装置）の温度が上昇しや
すい状況においては、図６に示す一連の処理を繰り返し実行して、電池の温度が過剰に高
くならないようにしている。図６は、コントローラ３０により実行される処理の手順を説
明するフローチャートである。このフローチャートに示される処理は、所定時間毎又は所
定条件の成立時にメインルーチンから呼び出されて繰り返し実行される。
【００６０】
　図６を参照して、コントローラ３０は、圧力センサ２１の検出値を用いて吸気口Ｐ１の
接触割合を検出する（ステップＳ１１）。コントローラ３０は、外枠部１１ａに設けられ
た３０個の圧力センサ２１（図３参照）の検出値に基づいて、基準値以上の圧力を感知し
ている圧力センサ２１の数を取得する。圧力センサ２１が基準値以上の圧力を感知してい
ることは、その圧力センサ２１が設置された外枠部１１ａの部位（センサ設置領域）に物
体が接触していることを示す。以下、基準値以上の圧力を感知した圧力センサ２１を、「
感知有りセンサ」と称する場合がある。
【００６１】
　全ての圧力センサ２１の数（３０個）に対する、感知有りセンサの数の割合が、吸気口
Ｐ１の接触割合に相当する。全ての圧力センサ２１の数（この実施の形態では３０個）は
、ユーザがシステムの構成を意図的に変更するなどしなければ、基本的には変わらないた
め、感知有りセンサの数が、実質的に吸気口Ｐ１の接触割合を示すことになる。たとえば
、感知有りセンサの数が９個であることは、吸気口Ｐ１の接触割合が３０％（＝１００×
９／３０）であることを示す。
【００６２】
　次いで、ステップＳ１２において、コントローラ３０は、ステップＳ１１で検出した吸
気口Ｐ１の接触割合が第１しきい値Ｔｈ１未満であるか否かを判断する。Ｔｈ１は、任意
に設定できるしきい値であり、たとえばコントローラ３０の記憶装置に記憶されている。
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あらかじめ実験等により、蓄電装置を保護するために適したＴｈ１を求めて、コントロー
ラ３０の記憶装置に格納してもよい。この実施の形態では、Ｔｈ１を３０％とする。すな
わち、ステップＳ１１で検出した感知有りセンサの数が９個未満であれば、吸気口Ｐ１の
接触割合が第１しきい値Ｔｈ１未満であると判断する。
【００６３】
　吸気口Ｐ１の接触割合がＴｈ１以上である（すなわち、感知有りセンサの数が９個以上
である）と判断された場合（ステップＳ１２においてＮＯ）には、コントローラ３０が、
送風装置１３に対して風量増量制御（ステップＳ１３）を行なった後、吸気口Ｐ１が閉塞
されていることをユーザへ知らせる報知処理（ステップＳ１４）を行なう。そして、報知
処理の実行後、処理はメインルーチンへと戻される。
【００６４】
　ステップＳ１３では、コントローラ３０が、送風装置１３に対する風量増量制御用の駆
動信号を生成し、この駆動信号に基づいて送風装置１３を制御する。これにより、送風装
置１３の駆動量（羽根車の回転速度）が通常運転時の駆動量（電池状態－風量対応情報に
基づいて決定される駆動量）よりも大きくなる。送風装置１３の駆動量が大きくなるほど
、送風装置１３から電池パック１４へ向かう空気（冷却風）の風量が多くなる。風量増量
制御の実行により増加する風量（以下、「風量増加分」と称する場合がある）は、固定値
であってもよいし、吸気口Ｐ１の接触割合等に応じて可変であってもよい。
【００６５】
　たとえば、吸気口Ｐ１の接触割合と、風量増加分との関係を示す情報（以下、「接触割
合－増加風量対応情報」と称する）を、あらかじめ実験等によって求めてコントローラ３
０の記憶装置に格納してもよい。図７は、接触割合－増加風量対応情報の一例（テーブル
）を示す図である。
【００６６】
　図７を参照して、このテーブルは、吸気口Ｐ１の接触割合が大きくなるほど風量増加分
が大きくなるような関係を規定する。コントローラ３０は、たとえば図７に示すようなテ
ーブルを参照することで、吸気口Ｐ１の接触割合に応じて風量増加分を変えることができ
る。コントローラ３０は、吸気口Ｐ１の接触割合が大きいほど電池パック１４への空気（
冷却風）の風量を大きくすることができる。
【００６７】
　再び図６を参照して、ステップＳ１４では、コントローラ３０が、所定の報知処理を行
なう。コントローラ３０は、たとえば、吸気口Ｐ１が閉塞されていることを示す情報をデ
ィスプレイ４０に表示させる。ステップＳ１３において送風装置１３の羽根車の回転速度
を大きくすることによって騒音（たとえば、ファンノイズ）が発生し得るため、その原因
をユーザに知らせることが望ましい。なお、ユーザへの報知の方法は任意であり、表示（
文字または画像等）で知らせてもよいし、音（音声を含む）で知らせてもよいし、ランプ
を点灯（点滅を含む）させてもよい。
【００６８】
　他方、ステップＳ１２において吸気口Ｐ１の接触割合がＴｈ１未満であると判断された
場合（ステップＳ１２においてＹＥＳ）には、コントローラ３０が、レーザセンサ２３の
出力信号を用いて、吸気口Ｐ１前の検出範囲における物体の大きさを検出する（ステップ
Ｓ２１）。
【００６９】
　レーザセンサ２３は、吸気口Ｐ１に向かってレーザ光を照射し、受光素子で検出される
光量の違いに基づいて、吸気口Ｐ１及び物体の少なくとも一方が存在する領域とそれ以外
の領域とを区別して示す画像信号を出力する。このため、コントローラ３０は、レーザセ
ンサ２３の出力信号に基づいて、吸気口Ｐ１及びその前に存在する物体を含む領域の輪郭
と、その輪郭内の面積とを検出することができる。また、コントローラ３０は、その面積
に基づいて、吸気口Ｐ１前の検出範囲における物体の大きさを検出することができる。具
体的には、コントローラ３０は、以下に示す比率Ｙ／Ｘを物体の大きさとして取得する。
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図８は、物体の大きさが検出される原理を説明するための図である。
【００７０】
　図８を参照して、吸気口Ｐ１前に物体が存在しない場合には、吸気口Ｐ１の輪郭Ｓ１（
すなわち、吸気口Ｐ１が存在する領域とその以外の領域との境界）を示す画像信号が、レ
ーザセンサ２３からコントローラ３０へ入力される。また、吸気口Ｐ１前に物体が存在す
る場合には、吸気口Ｐ１と吸気口Ｐ１前に存在する物体とを含む領域の輪郭Ｓ３（吸気口
Ｐ１及び物体の少なくとも一方が存在する領域とその以外の領域との境界）を示す画像信
号が、レーザセンサ２３からコントローラ３０へ入力される。図８において、輪郭Ｓ２は
、吸気口Ｐ１前に存在する物体の輪郭を示している。
【００７１】
　コントローラ３０は、レーザセンサ２３の出力信号に基づいて、輪郭Ｓ１内の面積（以
下、「面積Ｘ」と称する）と輪郭Ｓ３内の面積（以下、「面積Ｙ」と称する）とを検出す
る。そして、面積Ｙを面積Ｘで除算することにより、面積Ｘに対する面積Ｙの比率（以下
、「比率Ｙ／Ｘ」と称する）を算出する。面積Ｘは、吸気口Ｐ１の大きさに対応した値を
示す。また、面積Ｙは、物体の大きさに概ね対応した値を示す。また、比率Ｙ／Ｘは、面
積Ｙよりも高い精度で物体の大きさに対応した値を示す。この理由は、レーザセンサ２３
により検出された面積Ｘを基準にすることで、レーザセンサ２３の検出誤差による精度の
低下が抑制されるからであると考えられる。吸気口Ｐ１前に存在する物体が大きいほど、
比率Ｙ／Ｘは大きくなる。
【００７２】
　なお、上記方法では、物体の大きさを簡単に検出するために、輪郭Ｓ３内の面積を用い
て物体の大きさを求めているが、輪郭Ｓ３内の面積に代えて輪郭Ｓ２内の面積を用いても
よい。コントローラ３０は、画像処理を行なうことにより、輪郭Ｓ２、及び輪郭Ｓ２内の
面積を検出することができる。
【００７３】
　再び図６を参照して、コントローラ３０は、ステップＳ２１で検出した物体の大きさ（
比率Ｙ／Ｘ）が第２しきい値Ｔｈ２未満であるか否かを判断する（ステップＳ２２）。Ｔ
ｈ２は、任意に設定できるしきい値であり、たとえばコントローラ３０の記憶装置に記憶
されている。あらかじめ実験等により、蓄電装置を保護するために適したＴｈ２を求めて
、コントローラ３０の記憶装置に格納してもよい。この実施の形態では、Ｔｈ２を１．３
とする。すなわち、ステップＳ２１で検出した面積Ｙが面積Ｘの１．３倍未満であれば、
物体の大きさが第２しきい値Ｔｈ２未満であると判断する。
【００７４】
　物体の大きさ（比率Ｙ／Ｘ）がＴｈ２未満であると判断された場合（ステップＳ２２に
おいてＹＥＳ）には、処理がメインルーチンへと戻される。他方、物体の大きさ（比率Ｙ
／Ｘ）がＴｈ２以上であると判断された場合（ステップＳ２２においてＮＯ）には、コン
トローラ３０が、測長センサ２２の検出値を用いて、吸気口Ｐ１と吸気口Ｐ１前の物体と
の距離を検出する（ステップＳ２３）。
【００７５】
　図９は、吸気口Ｐ１と物体との距離が検出される原理を説明するための図である。図９
に示される測長センサ２２は、反射型ＭＡモーションセンサ（三角測距式センサ）である
。ただしこれに限定されず、他の検出方式の測長センサも採用できる。
【００７６】
　図９を参照して、測長センサ２２は、光ビームＬ１を投射して、その反射光Ｌ２により
物体（人体等）までの距離を検出するように構成される。測定範囲（光ビームＬ１の投射
範囲）に複数の物体が存在する場合には、測長センサ２２は、吸気口Ｐ１に最も近い物体
と、吸気口Ｐ１との距離を検出する。なお、測長センサ２２の測定範囲は、たとえばレー
ザセンサ２３の測定範囲（レーザ照射範囲）に合わせて設定される。これらの範囲を重複
させることで、単一の物体について大きさ及び距離を検出することができる。
【００７７】
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　再び図６を参照して、コントローラ３０は、ステップＳ２３で検出した距離が第３しき
い値Ｔｈ３未満であるか否かを判断する（ステップＳ２４）。Ｔｈ３は、任意に設定でき
るしきい値であり、たとえばコントローラ３０の記憶装置に記憶されている。あらかじめ
実験等により、蓄電装置を保護するために適したＴｈ３を求めて、コントローラ３０の記
憶装置に格納してもよい。この実施の形態では、Ｔｈ３を８０ｍｍとする。すなわち、吸
気口Ｐ１と物体との距離が８０ｍｍ未満であれば、ステップＳ２４において距離が第３し
きい値Ｔｈ３未満であると判断される。
【００７８】
　吸気口Ｐ１と物体との距離がＴｈ３以上であると判断された場合（ステップＳ２４にお
いてＮＯ）には、処理がメインルーチンへと戻される。他方、吸気口Ｐ１と物体との距離
がＴｈ３未満であると判断された場合（ステップＳ２４においてＹＥＳ）には、コントロ
ーラ３０が、電池温度センサ２７の検出値を用いて、電池パック１４内の電池の温度が第
４しきい値Ｔｈ４未満であるか否かを判断する（ステップＳ２５）。第４しきい値Ｔｈ４
は、任意に設定できるしきい値であり、たとえばコントローラ３０の記憶装置に記憶され
ている。あらかじめ実験等により、蓄電装置を保護するために適した第４しきい値Ｔｈ４
を求めて、コントローラ３０の記憶装置に格納してもよい。電池の種類（リチウムイオン
電池、ニッケル水素電池等）ごとに異なる第４しきい値Ｔｈ４を記憶装置内に用意し、コ
ントローラ３０が、現在使用中の電池の種類（すなわち、電池パック１４内の電池の種類
）に対応した第４しきい値Ｔｈ４を用いて上記の判断を行なうようにしてもよい。
【００７９】
　電池の温度が第４しきい値Ｔｈ４未満であると判断された場合（ステップＳ２５におい
てＹＥＳ）には、蓄電装置の温度は正常である（すなわち、蓄電装置を冷却する必要はな
い）と判断され、処理がメインルーチンへと戻される。他方、電池の温度が第４しきい値
Ｔｈ４以上であると判断された場合（ステップＳ２５においてＮＯ）には、コントローラ
３０が、電流センサ２６の検出値を用いて、電池パック１４内の電池の負荷が第５しきい
値Ｔｈ５未満であるか否かを判断する（ステップＳ２６）。詳細は後述するが、この実施
の形態では、電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５未満である場合には風量増量制御を実行し
、電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５以上である場合には風量増量制御を実行しない。
【００８０】
　電池の負荷は、車両走行時などに電池にかかる負荷であり、電池の電流値の２乗（Ｉ２

）で表すことができる。第５しきい値Ｔｈ５は、任意に設定できるしきい値であり、たと
えばコントローラ３０の記憶装置に記憶されている。蓄電装置の温度を適切に調節するた
めには、下記式（１）で表される電池パック１４内の電池の発熱量Ｈ１（以下、単に「Ｈ
１」と称する）と、下記式（２）で表される送風装置１３の冷却可能発熱量Ｈ２（以下、
単に「Ｈ２」と称する）とに基づいて、第５しきい値Ｔｈ５を設定することが好ましい。
【００８１】
　　Ｈ１＝Ｉ２×Ｒ　　…（１）
　　Ｈ２＝ｋＦ×Ｑ×（Ｔｂ－Ｔｃ）　　…（２）
　式（１）において、「Ｉ」は電池の電流値を表し、「Ｒ」は電池の内部抵抗を表す。コ
ントローラ３０は、電流センサ２６の検出値を用いて、電池の電流値を検出することがで
きる。電池の内部抵抗は、たとえばコントローラ３０の記憶装置内に保存されている。電
池の内部抵抗は、たとえば電池パック１４を温度調節システム１００に搭載する時にコン
トローラ３０の記憶装置に格納される。
【００８２】
　式（２）において、「ｋＦ」は、電池パック１４内の電池に対する送風装置１３の冷却
性能係数を表す。ｋＦは、送風装置１３により風量を１ｍ３／ｈ増加させて電池の温度を
１℃下げるときに電池の熱をどれだけ取り去ることができるかを示す係数である。ｋＦを
算出する際には、電池の温度の飽和値が使用される。ｋＦは、電池パック１４内の電池の
種類及びセル数、並びにダクト構造（空気の流れやすさ）等で決まる。ｋＦは、あらかじ
め実験等により求められて、コントローラ３０の記憶装置に格納されている。
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【００８３】
　式（２）において、「Ｑ」は送風装置１３の風量を表し、「Ｔｂ」は電池パック１４内
の電池の温度を表し、「Ｔｃ」は吸気温度（電池パック１４に供給される空気の温度）を
表す。コントローラ３０は、回転センサ２４の検出値を用いて、送風装置１３の風量（Ｑ
）を検出することができる。コントローラ３０は、電池温度センサ２７の検出値を用いて
、電池パック１４内の電池の温度（Ｔｂ）を検出することができる。コントローラ３０は
、吸気温度センサ２５の検出値を用いて吸気温度（Ｔｃ）を検出することができる。
【００８４】
　図１０は、ステップＳ２６の判断で使用される第５しきい値Ｔｈ５の設定方法を説明す
るための図である。図１０において、実線ｋ１及びｋ２は、電池パック１４内の電池の温
度の推移を示している。詳しくは、実線ｋ１は、Ｈ１がＨ２よりも大きい条件で送風装置
１３の風量制御が行なわれている場合の電池温度の推移を示し、実線ｋ２は、Ｈ１がＨ２
以下である条件で送風装置１３の風量制御が行なわれている場合の電池温度の推移を示し
ている。
【００８５】
　図１０を参照して、実線ｋ１で示されるように、Ｈ１がＨ２よりも大きい場合には、電
池の温度上昇が十分に抑制されず、電池の温度が収束しないで上昇し続けている。他方、
Ｈ１がＨ２以下である場合には、実線ｋ２で示されるように、時間の経過に伴い電池の温
度上昇が抑制され、電池の温度が収束している。
【００８６】
　電池の負荷（Ｉ２）が大きい場合には、Ｈ１（上記式（１）参照）が大きくなるため、
後述するステップＳ１３で風量増量制御を行なってもＨ１がＨ２以下にならないことがあ
る。Ｈ１がＨ２よりも大きい条件で風量増量制御を行なっても電池パック１４内の電池を
十分に冷却することはできない（図１０中の実線ｋ１参照）。そこで、ステップＳ２６（
図６）において、コントローラ３０が、電池の負荷が過剰に大きいか否か（すなわち、後
述する風量増量制御で十分に冷却できないほど大きいか否か）を判断し、電池の負荷が過
剰に大きい場合には風量増量制御を実行しないようにしている。ステップＳ２６の判断で
使用される第５しきい値Ｔｈ５は、風量増量制御を行なったときにＨ１がＨ２よりも大き
くなる場合には、ステップＳ２６において電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５以上であると
判断され、風量増量制御を行なったときにＨ１がＨ２以下になる場合には、ステップＳ２
６において電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５未満であると判断されるように設定されるこ
とが好ましい。
【００８７】
　電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５以上であると判断された場合（ステップＳ２６におい
てＮＯ）には、蓄電装置の負荷が過剰に大きい（すなわち、風量の増加によって蓄電装置
の温度を適切に調節できない）と判断され、処理がメインルーチンへと戻される。この場
合、電池の負荷を低下させる制御、及び／又は、ユーザへの報知処理を行なうことが好ま
しい。たとえば、コントローラ３０が、電池の負荷が大きい旨を車両２００のＥＣＵ（El
ectronic　Control　Unit）に伝えて、車両２００のＥＣＵにより電池の電流を制限する
処理が行なわれるようにしてもよい。また、コントローラ３０が、電池の負荷が大きい旨
をユーザに報知して、電池に負荷がかからない条件での走行をユーザに促すようにしても
よい。
【００８８】
　他方、電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５未満であると判断された場合（ステップＳ２６
においてＹＥＳ）には、コントローラ３０が、送風装置１３に対して風量増量制御（ステ
ップＳ１３）を行なった後、吸気口Ｐ１付近に大きな物体があることをユーザへ知らせる
報知処理（ステップＳ１４）を行なう。そして、報知処理の実行後、処理はメインルーチ
ンへと戻される。
【００８９】
　ステップＳ１３では、基本的には、前述したステップＳ１２で吸気口Ｐ１の接触割合が
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第１しきい値Ｔｈ１未満であると判断された場合と同じように送風装置１３を制御して、
風量増量制御を実行する。この風量増量制御の実行により増加する風量（風量増加分）は
、固定値であってもよいし、電池の種類等に応じて可変であってもよい。
【００９０】
　たとえば、電池の種類と風量増加分との関係を示す情報（以下、「電池種類－増加風量
対応情報」と称する）を、あらかじめ実験等によって求めてコントローラ３０の記憶装置
に格納してもよい。図１１は、電池種類－増加風量対応情報の一例（テーブル）を示す図
である。図１１において、「Ｎｉ」はニッケル水素電池を示し、「Ｌｉ」はリチウムイオ
ン電池を示す。
【００９１】
　図１１を参照して、このテーブルは、電池パック１４内の電池がニッケル水素電池であ
る場合の風量増加分として、電池パック１４内の電池がリチウムイオン電池である場合の
風量増加分よりも大きい風量を規定する。コントローラ３０は、たとえば図１１に示すよ
うなテーブルを参照することで、電池パック１４内の電池の種類（リチウムイオン電池、
ニッケル水素電池）に対応した風量増加分で上記の風量増量制御を行なうことができる。
電池の種類は、たとえばコントローラ３０の記憶装置内に保存されている。電池の種類は
、たとえば電池パック１４を温度調節システム１００に搭載する時にコントローラ３０の
記憶装置に格納される。
【００９２】
　風量増加分の決定方法は、上記の方法に限られず任意である。たとえば、吸気口Ｐ１の
接触割合と、吸気口Ｐ１前の物体の大きさと、吸気口Ｐ１と吸気口Ｐ１前の物体との距離
と、風量増加分との関係を示す情報（以下、「物体－増加風量対応情報」と称する）を、
あらかじめ実験等によって求めてコントローラ３０の記憶装置に格納してもよい。そして
、コントローラ３０が、物体－増加風量対応情報を参照して、吸気口Ｐ１の接触割合（ス
テップＳ１１の検出値）と、吸気口Ｐ１前の物体の大きさ（ステップＳ２１の検出値）と
、吸気口Ｐ１と吸気口Ｐ１前の物体との距離（ステップＳ２３の検出値）とに対応した風
量増加分で上記の風量増量制御を行なうようにしてもよい。
【００９３】
　ステップＳ１４では、コントローラ３０が、所定の報知処理を行なう。コントローラ３
０は、たとえば、吸気口Ｐ１付近に大きな物体があることを示す情報をディスプレイ４０
に表示させる。
【００９４】
　上記図６の処理を繰り返し行なうことで、条件Ａ～Ｃを必要条件として含む風量増加条
件（ステップＳ１２、Ｓ２２、Ｓ２４～Ｓ２６）が成立する場合に、送風装置１３の羽根
車の回転速度が大きくなって、電池パック１４への空気（冷却風）の風量が増加する。こ
れにより、吸気口Ｐ１付近に大きな物体（人の身体や荷物等）が存在する場合であっても
、電池パック１４内の電池（蓄電装置）の温度を適切に調節することが可能になる。
【００９５】
　車両に搭載された温度調節システムの吸気口の位置は、車室内のリアシートの下に限ら
れず任意である。図１２は、温度調節システムの吸気口がシートサイドに設けられた例を
示す図である。
【００９６】
　図１２を参照して、たとえば、リアシート４２のシートサイド４２ｃに吸気口Ｐ１１，
Ｐ１２を設けてもよい。この例では、吸気口Ｐ１１，Ｐ１２がシートクッション４２ａ近
傍に配置されている。このため、シートクッション４２ａ上に荷物が置かれたり、乗員が
シートクッション４２ａの吸気口Ｐ１１，Ｐ１２近傍に座ったりすることで、吸気口Ｐ１
１，Ｐ１２前に物体（人の身体や荷物等）が存在するようになって、吸気口Ｐ１１，Ｐ１
２から空気を取り込みにくくなることがある。こうした吸気口Ｐ１１，Ｐ１２を有する温
度調節システムにおいても、上記図６の処理を行なうことが有効である。上記図６の処理
を行なうことで、吸気口Ｐ１１，Ｐ１２付近に大きな物体（人の身体や荷物等）が存在す
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る場合であっても、電池パック１４内の電池の温度を適切に調節することが可能になる。
【００９７】
　図１３は、図１２に示した例におけるレーザセンサ２３の位置を示す図である。図１３
を参照して、レーザセンサ２３は、フロントシート４１の吸気口Ｐ１１，Ｐ１２に対向す
る位置（たとえば、フロントシート４１のシートサイドの裏）に配置することができる。
なお、図１３には、吸気口Ｐ１２に対するレーザセンサ２３しか示していないが、吸気口
Ｐ１１に対するレーザセンサ２３も同じように、フロントシート４１（たとえば、フロン
トシート４１のシートサイドの裏）に設けることができる。
【００９８】
　上記図６の処理では、条件Ａ～Ｃを必要条件として含む風量増加条件（ステップＳ１２
、Ｓ２２、Ｓ２４～Ｓ２６）が成立しない場合、すなわち吸気口Ｐ１の接触割合がＴｈ１
よりも大きい場合（条件Ａが成立しない場合）にも、風量増量制御を行なうようにしてい
る。しかしこれに限られず、吸気口Ｐ１の接触割合がＴｈ１よりも大きい場合（ステップ
Ｓ１２においてＹＥＳ）には風量増量制御（ステップＳ１３）を実行せず報知処理（ステ
ップＳ１４）のみを行なうようにしてもよい。
【００９９】
　ステップＳ２６で電池の負荷が第５しきい値Ｔｈ５以上であると判断された場合（ステ
ップＳ２６においてＮＯ）に、風量増量制御を行なうとともに、他の制御（電池電流の制
限等）を行なうように、図６の処理を変更してもよい。
【０１００】
　ステップＳ１２、Ｓ２２、Ｓ２４～Ｓ２６において各検出値（接触割合、物体の大きさ
、距離、電池温度、電池負荷）がしきい値と一致する場合にＹＥＳ、ＮＯのいずれと判断
するかは任意に変更可能であり、図６に示す例とは異なるように変更してもよい。
【０１０１】
　上記図６の処理では、条件Ａ～Ｃの全てが成立していて（ステップＳ１２、Ｓ２２、Ｓ
２４）、電池パック１４内の電池が、温度調節が必要な状態であり、かつ、風量の増加に
よって適切に温度調節できる状態である場合（ステップＳ２５、Ｓ２６）に、風量増加条
件が成立するようにした。ただしこれに限られず、風量増加条件が成立するための十分条
件は、条件Ａ～Ｃの全てが成立することだけであってもよい。たとえば、ステップＳ２４
において吸気口Ｐ１と物体との距離がＴｈ３未満であると判断された場合にステップＳ２
５及びＳ２６を経ずに風量増量制御が実行されるように、図６の処理を変更してもよい。
【０１０２】
　前述の図６の処理では、電池パック１４内の電池の温度が上昇しやすい状況において電
池の温度が過剰に高くならないように、ステップＳ１３で電池を冷却するための風量増量
制御を行なうようにした。しかしこれに限られず、ステップＳ１３において電池パック１
４への温風（蓄電装置を温めるための空気）の風量が増加されるように図６の処理を変更
して、電池パック１４内の電池の温度が低くなりやすい状況において電池の温度が過剰に
低くならないようにしてもよい。
【０１０３】
　図１に示したシステムの構成、及び図３に示したセンサの位置及び数は、風量制御を適
切に行なうことができる範囲で変更可能である。たとえば、送風装置１３は電池パック１
４と排気口Ｐ２との間に配置されてもよい。また、測長センサ２２の数は１つであっても
よい。
【０１０４】
　吸気口Ｐ１の接触割合、吸気口Ｐ１前の物体の大きさ、及び吸気口Ｐ１と物体との距離
の検出方法は、前述の方法に限られず任意である。たとえば、カメラ（撮像素子）を用い
て、物体の大きさを検出してもよい。また、吸気口Ｐ１側に受光素子を設けて、吸気口Ｐ
１に向かって光を照射するようにしてもよい。吸気口Ｐ１前に物体が存在すると、物体に
よって光が遮られる領域（すなわち、物体の大きさに対応する領域）においては上記の受
光素子で光を検知できなくなる。こうした原理に基づいて検出した物体の投影面積を、物
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【０１０５】
　本開示の蓄電装置の温度調節システムが適用される対象は、車両に限られず任意である
。適用対象は、たとえば、他の乗り物（船、飛行機等）であってもよいし、建物（住宅、
工場等）であってもよい。
【０１０６】
　今回開示された実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
【符号の説明】
【０１０７】
　１０ａ　吸気ダクト、１０ｂ　接続ダクト、１０ｃ　排気ダクト、１１　ベゼル、１１
ａ　外枠部、１１ｂ　吸気部、１２　フィルタ、１３　送風装置、１４　電池パック、２
１　圧力センサ、２２　測長センサ、２３　レーザセンサ、２４　回転センサ、２５　吸
気温度センサ、２６　電流センサ、２７　電池温度センサ、３０　コントローラ、４０　
ディスプレイ、４１　フロントシート、４１ａ，４２ａ　シートクッション、４１ｂ，４
２ｂ　シートバック、４２　リアシート、４２ｃ　シートサイド、４３　パッケージトレ
イ、１００　温度調節システム、２００　車両、Ｐ１，Ｐ１１，Ｐ１２　吸気口、Ｐ２　
排気口。

【図１】 【図２】



(18) JP 6844513 B2 2021.3.17

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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